
みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱

平成２６年３月３日

みなかみ町告示第９号

（趣旨）

第１条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の被害から町民の生命及び財産の保護

を図るとともに、安心と安全を実感できるまちづくりの推進に資するため、予算の範囲

内において補助金を交付するものとし、補助金の交付については、みなかみ町補助金等

に関する規則（平成17年みなかみ町規則第28号）に定めるもののほか、この要綱の定め

るところによる。

（用語の定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 耐震診断 みなかみ町木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱（平成23年みなかみ町

告示第24号）第２条第１号に規定するものをいう。

(2) 耐震補強設計 耐震診断の結果に基づき「倒壊しない又は一応倒壊しない」となる

ように補強する設計をいう。

(3) 耐震補強工事 耐震補強設計に基づき行う工事をいう。

(4) 耐震改修 耐震診断、耐震補強設計及び耐震補強工事をいう。

(5) 工事監理 建築士法（昭和25年法律第202号）に規定する工事監理をいう。

（補助の対象者）

第３条 耐震改修の補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。

(1) みなかみ町に住民登録を行っている者で補助対象住宅の所有者又は居住者

(2) 世帯員の中に町税等を滞納している者がいないこと。

（補助対象の住宅）

第４条 対象となる住宅は、町内に存する木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工した戸建て住宅又は併用住宅（住宅部分の床面積が２

分の１以上のもの）

(2) 在来軸組工法で建築した平屋建て又は２階建てのもの

(3) 耐震診断の結果「倒壊する可能性がある又は高い」と診断されたもの

（補助対象の耐震改修）

第５条 補助の対象となる耐震改修は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐震補強設計に基づき耐震改修工事を行うもの

(2) 耐震補強工事施工業者は、みなかみ町に本社又は本店を有する事業者であること。

（補助対象の経費）

第６条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、耐震改修工事に要



する経費で、次に掲げるものとする。

(1) 精密診断費

(2) 耐震補強設計費

(3) 工事監理費

(4) 耐震補強工事費

（補助金の交付額）

第７条 補助金の交付額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額以内とし、60万円を

限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。

（補助金の交付申請）

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、耐震改修工事

着手以前に、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付申請書（別記様式第１号）

に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 耐震補強工事の設計図書

(3) 耐震改修（精密診断、耐震補強設計及び耐震補強工事）に要する費用見積書等の写

し

(4) 建築確認済証の写し（耐震補強工事により建築確認が必要な場合に限る。）

(5) 耐震診断の結果の写し

(6) 設計者及び工事監理者の資格を証する書類

(7) 申請者を含む同一世帯全員の町税の完納証明書または同意書（別記様式第２号）

(8) その他町長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）

第９条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を速やかに審査し、補

助金の交付を決定した時は、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付決定通知

書（別記様式第３号）により、補助金の交付をしないことと決定したときは、みなかみ

町木造住宅耐震改修補助事業補助金不交付決定通知書（別記様式第４号）により通知す

るものとする。

（申請内容の変更又は中止）

第10条 申請者は、申請内容を変更しようとするときは、みなかみ町木造住宅耐震改修補

助事業補助金交付変更承認申請書（別記様式第５号）に変更内容を確認することができ

る書類を添えて、町長に申請しなければならない。

２ 町長は、前項の申請により変更を認めたときは、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事

業補助金変更交付決定通知書（別記様式第６号）により通知するものとする。

３ 申請者は、事情により耐震改修工事を中止するときは、みなかみ町木造住宅耐震改修

補助事業中止届（別記様式第７号）を町長に提出しなければならない。

（完了の報告）

第11条 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、当該工事の完了の日から起算して30



日以内又は３月末日のいずれか早い日までに、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業完

了報告書（別記様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならな

い。

(1) 補助対象経費にかかる契約書及び耐震改修内訳明細書の写し

(2) 補助対象経費にかかる領収書の写し

(3) 耐震補強工事の工事前、工事中、工事後の状況写真及び補強に要した主要材料の写

真

(4) 検査済証の写し（耐震補強工事により建築確認を要した場合に限る。）

(5) みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金支払請求書（別記様式第９号）

(6) その他町長が必要と認める書類

（補助金の交付）

第12条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類等の内容を

審査し、速やかに補助金を交付するものとする。

（補助金交付決定の取消し等）

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の

交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が不適当であると認めたとき。

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金

を交付しているときは、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金返還命令書（別記

様式第10号）により期限を定めてその返還を命ずることができる。

（申請者に対する指導及び助言）

第14条 町長は、申請者に対して、耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言を

することができる。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成26年４月１日から施行する。

（この告示の失効）

２ この告示は、平成28年３月31日限り、その効力を失う。



別記様式第１号（第８条関係）

年 月 日

みなかみ町長 様

（申請者）

住 所

氏 名

電 話

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付申請書

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、耐震改修

補助事業の補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請いたします。

補助事業の区分 □耐震改修事業 □精密診断事業

所有者氏名

住宅の概要
所 在 地

用 途 □専用住宅 □併用住宅（□店舗 □事務所 □その他）

構 造 木 造（在来軸組工法）

階 数 階 建築時期 昭和 年 月

延べ床面積 ㎡（うち住宅以外の部分 ㎡）

耐震診断期間 年 月 日から 年 月 日まで

耐震診断概要 耐震診断者名

事 務 所 名

耐震補強工事期間 年 月 日から 年 月 日まで

改修前評点 □一般診断 □精密診断

改修後評点 □一般診断 □精密診断

工事区分 □耐震改修工事

□壁 増 設

□壁 補 強

□金物補強

耐震改修内容（仕様・数量）

□基礎補強

□そ の 他



氏 名
電話

資 格
（ ）建築士

耐震補強設計 （ ）登録 第 号

を行う者
事務所名

（ ）登録 第 号

所 在 地

氏 名
電話

耐震補強工事
営業所名

を行う者 建築業の許可（ ）第 号

所 在 地

氏 名
電話

（ ）建築士

資 格
（ ）登録 第 号

耐震診断資格・講習会名簿

団体・登録番号等（ ）第 号

事務所名

所 在 地

精密診断費① 金 円

耐震補強設計費

工事管理費 ②
金 円

耐震改修の要する費用
耐震補強工事費③ 金 円

合 計④
金 円

（①＋②＋③）

補 助 金 額 金 円

※ 添付書類

(1)付近見取り図
(2)耐震補強工事の設計図書
(3)耐震改修（精密診断、耐震補強設計及び耐震補強工事）に要する費用見積書等の写し
(4)建築確認済証の写し（耐震補強工事により建築確認が必要な場合に限る）
(5)耐震診断の結果の写し
(6)設計者及び工事監理者の資格を証する書類
(7)その他町長が必要と認める書類



別記様式第２号（第８条関係）

同 意 書

年 月 日

みなかみ町長 様

私は、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱の規定により補助金交付申

請をしたいので、私（申請者を含む同一世帯全員）の住民票、町税等における滞納（未納）

状況について、町が確認することに同意します。

住 所

氏 名

電 話



別記様式第３号（第９条関係）

み 第 号

年 月 日

様

みなかみ町長 印

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付決定通知書

年 月 日付けで申請がありましたみなかみ町木造住宅耐震改修

補助事業について、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱第９条の規定に

より審査をした結果、補助金を交付する事に決定しましたので通知します。



別記様式第４号（第９条関係）

み 第 号

年 月 日

様

みなかみ町長 印

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金不交付決定通知書

年 月 日付けで申請がありましたみなかみ町木造住宅耐震改修

補助事業について、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱第９条の規定に

より審査をした結果、不適格となりましたので補助金の交付を行いませんので通知します。

不適格理由：



別記様式第５号（第１０条関係）

年 月 日

みなかみ町長 様

（申請者）

住 所

氏 名

電 話

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付変更承認申請書

年 月 日付けで補助金の交付決定を受けましたみなかみ町木造住宅耐震改

修補助事業について変更が生じましたので、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金

交付要綱第１０条第１項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

所有者氏名

所 在 地

住宅の概要 用 途 □専用住宅 □併用住宅（□店舗 □事務所 □その他）

構 造 木造（在来軸組工法）

階 数 階 建築時期 昭和 年 月

延べ床面積 ㎡（うち住宅以外の部分 ㎡）

変 更 前 変 更 後

耐震改修の要する費用 金 円 金 円

補助金交付予定額 金 円 金 円

変更内容

変更理由

※ 添付書類

変更する内容を確認することができる書類



別記様式第６号（第１０条関係）

み 第 号

年 月 日

様

みなかみ町長 印

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金変更交付決定通知書

年 月 日付けで申請がありましたみなかみ町木造住宅耐震改修

補助事業について、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱第１０条第２項

の規定により変更申請を承認しましたので通知します。



別記様式第７号（第１０条関係）

年 月 日

みなかみ町長 様

（申請者）

住 所

氏 名

電 話

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業中止届

年 月 日付けで補助金の交付決定（交付決定変更承認）を受けましたみな

かみ町木造住宅耐震改修補助事業について中止したいので、みなかみ町木造住宅耐震改修

補助事業補助金交付要綱第１０条第３項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

所有者氏名

所 在 地

住宅の概要 用 途 □専用住宅 □併用住宅（□店舗 □事務所 □その他）

構 造 木造（在来軸組工法）

階 数 階 建築時期 昭和 年 月

延べ床面積 ㎡（うち住宅以外の部分 ㎡）

耐震改修の要する費用 金 円

補助金交付予定額 金 円

中止の理由



別記様式第８号（第１１条関係）

年 月 日

みなかみ町長 様

（申請者）

住 所

氏 名

電 話

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業完了報告書

年 月 日付けで補助金の交付決定（交付決定変更承認）を受けました木造

住宅耐震補強工事が完了したので、みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱

第１１条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。。

補助事業の区分 □耐震改修事業 □精密診断事業

所有者氏名

住宅の概要
所 在 地

用 途 □専用住宅 □併用住宅（□店舗 □事務所 □その他）

構 造 木 造（在来軸組工法）

階 数 階 建築時期 昭和 年 月

延べ床面積 ㎡（うち住宅以外の部分 ㎡）

耐震補強工事期間 年 月 日から 年 月 日まで

工事区分 □耐震改修工事

補助金額 金 円

氏 名
電話

耐震補強設
資 格

（ ）建築士

（ ）登録 第 号

計を行った
事務所名

者 （ ）登録 第 号

所 在 地

氏 名
電話

耐震補強工
営業所名

事を行った 建築業の許可（ ）第 号

者
所 在 地



氏 名
電話

資 格

（ ）建築士

（ ）登録 第 号

工事監理者 耐震診断資格・講習会名簿

団体・登録番号等（ ）第 号

事務所名

所 在 地

※ 添付書類

（１）耐震改修に係る契約書の写し

（２）耐震改修内訳明細書の写し

（３）耐震改修に要した費用の領収書の写し

（４）耐震補強工事前、工事中、工事後及び補強に要した主要材料の写真

（５）検査済証の写し（耐震補強工事により建築確認を要した場合に限る）

（６）補助金支払請求書



耐震改修内訳書
１ 耐震補強工事の内容

部位 耐震補強工事（補助対象） その他の工事（リフォーム等）

地盤

基礎

柱

壁

床

屋根

その他

※（１）耐震補強工事（補助対象）とは、耐震性を高める補強工事及びその補強工事に係

る解体工事、耐震補強工事にかかる部分とする。

（２）その他の工事（リフォーム等）とは、耐震補強工事以外のものとする。

２ 精密診断費

診断費 消費税額 計

耐震診断費 円 円 ① 円

３ 耐震改修設計費 工事監理費

設計(工事監理)費 消費税額 計

耐震補強設計費 円 円 円

工事監理費 円 円 円

合計 円 円 ② 円

４ 耐震補強工事

設計(工事監理)費 消費税額 計

耐震補強工事費 円 円 ③ 円

その他の工事費 円 円 円

合計 円 円 円

５ 補助対象額

耐震改修に要した費用の合計 ④ 円

耐震改修設計を行った者 (所在地)

(事務所名)

(氏 名)

工事監理を行った者 (所在地)

(事務所名)

(氏 名)

耐震改修工事を行った者 (所在地)

(事務所名)

(氏 名)



別記様式第９号（第１１条関係）

年 月 日

みなかみ町長 様

（申請者）

住 所

氏 名

電 話

補 助 金 支 払 請 求 書

耐震改修補助事業補助金を下記のとおり請求します。

記

１ 補助金請求額 金 円

２ 補助金振込金融機関口座等

銀 行 本 店

金融機関名
信用金庫 支 店

農 協 支 所

労働金庫 出張所

預金の種類 普通 ・ 当座 （該当を○で囲む）

口座番号

（フリガナ）

口座名義人



別記様式第１０号（第１３条関係）

み 第 号

年 月 日

みなかみ町木造住宅耐震改修補助事業補助金返還命令書

様

みなかみ町長 印

年 月 日付けで補助金の交付を決定した事業について、みなか

み町木造住宅耐震改修補助事業補助金交付要綱第１３条第２項の規定により、下記のとお

り補助金の返還を命ずるので通知します。

記

１．補助金の返還命令額 円

２．補助金の返還期限 年 月 日


